
大
阪
府
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例 平

成
二
十
二
年
六
月
十
五
日 

大
阪
府
条
例
第
五
十
七
号 

大
阪
は
こ
れ
ま
で
、
「
商
い
の
ま
ち
」
、
「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」

と
し
て
わ
が
国
の
経
済
を
支
え
、
革
新
的
な
企
業
家
を
多
数
輩
出
す

る
と
と
も
に
、
特
色
の
あ
る
文
化
を
生
み
だ
し
て
き
た
。
近
世
以
降

の
大
阪
商
人
の
魂
と
進
取
の
気
風
は
、
自
由
な
風
土
と
た
く
ま
し
い

企
業
家
精
神
を
育
む
と
と
も
に
、
全
国
に
誇
る
集
積
を
有
す
る
も
の

づ
く
り
企
業
へ
も
受
け
継
が
れ
、
中
小
企
業
の
街
・
大
阪
の
礎
と
な

っ
て
い
る
。 

大
阪
の
中
小
企
業
は
、
大
阪
府
民
の
「
暮
ら
し
」
を
支
え
、
大
阪

経
済
活
性
化
の
担
い
手
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

府
民
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
経
済
の
根
幹
を

担
っ
て
い
る
中
小
企
業
の
成
長
発
展
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
近
年
、

中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
極
め
て
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
中
、
中
小
企
業
自
身
が
切
磋
琢
磨
し
、
自
立
的
で
質
の
高
い

企
業
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
基
本
に
、
経
済
的
、
社
会
的
な
環
境

の
変
化
に
応
じ
て
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
創
出
や
も
の
づ
く

り
基
盤
技
術
の
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
こ
に
、
中
小
企
業
の
振
興
を
府
政
の
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ

け
、
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
中
小
企
業
が
地
域
経
済
に
お
い
て
果
た
す

役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
中
小
企
業
の
振
興
に
つ
い
て
、
府
の
責

務
、
基
本
方
針
等
を
明
ら
か
に
し
、
中
小
企
業
の
健
全
な
発
展
を

図
る
こ
と
に
よ
り
、
大
阪
経
済
の
活
性
化
、
雇
用
機
会
の
創
出
及

び
府
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 



第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
中
小
企

業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、
府
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。 

（
府
の
責
務
） 

第
三
条 

府
は
、
中
小
企
業
者
の
創
意
工
夫
と
自
主
的
な
努
力
を
尊

重
し
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。 

２ 

府
は
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た

り
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
大
学
、
金
融
機
関
及
び
中
小
企

業
に
関
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

府
は
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
検
証

し
た
上
で
、
よ
り
効
果
的
な
施
策
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

府
は
、
工
事
の
発
注
、
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、

予
算
の
適
正
な
執
行
に
留
意
し
つ
つ
、
中
小
企
業
者
の
受
注
機
会

の
増
大
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
四
条 

府
は
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
の

振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
小
企
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化
及
び
経
営
革
新
の
促
進 

二 

中
小
企
業
の
創
業
及
び
新
た
な
事
業
の
創
出
の
促
進 

三 

中
小
企
業
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化 

四 

中
小
企
業
の
事
業
活
動
を
担
う
人
材
の
確
保
及
び
育
成 

五 

中
小
企
業
の
販
路
等
の
拡
大 

六 

中
小
企
業
の
国
際
的
視
点
に
立
っ
た
事
業
展
開
の
促
進 

 

（
中
小
企
業
者
の
努
力
） 

第
五
条 

中
小
企
業
者
は
、
経
済
的
、
社
会
的
な
環
境
変
化
に
応
じ

て
、
自
主
的
に
経
営
の
向
上
及
び
改
善
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

中
小
企
業
者
は
、
雇
用
機
会
の
確
保
、
人
材
の
育
成
、
福
利
厚

生
の
充
実
そ
の
他
雇
用
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



３ 
 

中
小
企
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
に

資
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
府
民
の
理
解
及
び
協
力
） 

第
六
条 
府
民
は
、
中
小
企
業
の
振
興
が
大
阪
経
済
の
活
性
化
、
雇

用
機
会
の
創
出
及
び
府
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
理

解
し
、
そ
の
健
全
な
発
展
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
に
対
す
る
支
援
） 

第
七
条 

府
は
、
市
町
村
が
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実

施
す
る
場
合
は
、
情
報
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
八
条 

府
は
、
中
小
企
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た

め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


